
 

 

議案第６８号                 【児童相談所児童相談課】 

 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関す 

 る規約の変更に係る協議について 

 

 

 本案は、杉並区が児童相談所を設置することを踏まえ、規約の一部を変更す

るものです。 

 

 【背景】 

  児童相談所を設置する特別区は、児童養護施設等※１の事務負担を軽減するため、令和 

６年４月１日に措置費※２の支払事務等を一元化して処理する措置費共同経理課を共同設

置しました。 

  規約において、措置費共同経理課を共同設置する特別区を定めていることから、その特 

別区の数に増減がある場合は、規約の変更をする必要があります。 

  令和８年１１月１日に杉並区が児童相談所を設置するため、規約を変更します。 

 

  ※１ 児童養護施設等とは、児童養護施設、乳児院及び自立援助ホームをいいます。 

  ※２ 措置費とは、児童養護施設等を運営していくために必要な職員の人件費や児童に 

係る生活費や教育費など、児童の養育に必要な経費をいいます。 

 

 【内容】 

  措置費共同経理課を共同設置する特別区に「杉並区」を加えます。 

 

 【施行期日】 

  令和８年１１月１日 

 


